
i

__　..._._____ ,一　一_　･--　--.-L一一一｣

議
案
第
　
百
　
九
　
号

三
朝
町
域
鼻
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
里
二
朝
町
域
負
の
給
与
に
軸
す
る
条
例
の
一
部
菅
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
'
/
地
方
自
治
法

(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
窮
一
項
の
規
定
に
よ
り
'
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

昭
和
五
十
三
年
十
二
月
十
九
　
日

三

　

朝

　

町

　

長

松

　

　

　

村

成

窃
和
五
揺
さ
年
輪
巽
廿
拍
8
原
審
可
決
,

三
朝
町
魂
金
観
長
救
由
嶺
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∵1三
朝
町
条
例
弟

号

.
′
′

㌦

　

　

1

～

　

/

三
朝
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
r
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
二
十
八
年
三
朝
町
条
例
第
二
十
五
号
)
　
の
f
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
0

㌔

第
九
条
第
三
項
中
｢
八
千
円
と
L
t
　
｣
を
｢
九
千
円
'
｣
に
'
｢
二
千
三
盲
円
｣
を
｢
二
千
七
育
円
｣

に

'

｢

　

五

千

円

｣

を

｢

　

五

千

五

首

円

｣

に

改

め

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

第
十
1
条
第
二
項
第
1
号
中
｢
一
万
四
千
町
｣
雪
1
万
五
≠
円
｣
に
改
め
へ
同
項
第
二
号
中
｢
自
転

車
答
の
使
用
瞥
錐
が
片
道
十
キ
ロ
メ
ー
-
ル
未
満
｣
を
｢
自
転
車
等
の
使
用
蛭
錐
　
(
以
下
こ
､
の
号
に
お
S

て
｢
使
用
距
離
｣
と
S
う
｡
)
　
が
片
道
五
キ
ロ
.
メ
ー
ト
ル
未
満
｣
に
改
め
,
 
'
｢
二
千
円
｣
の
下
竺
'
使

用
鹿
錐
が
片
道
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
キ
ロ
メ
1
-
ル
未
満
で
あ
る
讐
貝
に
あ
っ
て
竺
幸
二
盲
円
｣

を
加
え
･
｢
三
千
四
首
円
｣
を
｢
三
千
六
盲
円
｣
に
'
｢
う
ち
'
自
転
車
等
の
｣
を
｢
う
ち
'
｣
に
'
｢

三
千
八
百
円
'
自
転
車
等
の
｣
を
｢
四
千
円
'
｣
に
改
め
'
｢
十
五
キ
ロ
メ
1
-
ル
以
上
｣
の
下
に
｢
二

十
キ
ロ
メ
-
-
ル
未
満
｣
を
加
え
'
｢
盲
千
三
各
円
｣
を
｢
五
千
六
首
円
'
使
用
距
離
が
片
道
二
十
キ
｡

メ
ー
ト
ル
以
上
で
･
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
七
千
盲
円
｣
に
改
め
'
同
項
第
三
号
中
｢
　
l
万
四
千
円
｣
を
｢
　
1

万
五
千
円
　
｣
陀
改
め
る
.

第
十
八
集
中
｢
'
第
十
五
条
及
び
前
条
第
1
項
｣
を
｢
及
び
第
十
五
条
｣
に
凄
め
る
O
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行政職給料表(第三条牌係)

凄務巌 碇ﾅ22�2等軒亘.蚕被け等表 剴Y9从定����

号や 从ｹ{�隗｢����給料月廟恒高月層廊月額 劍ｸｹ{�隗｢�
､ー -′- �>��甲 ��冷���B�#���l ●円､ ?0500 ���

二2 艇�r�3���/.2&700 ��ﾃ�#DT��?4(占00 蔦sB�>���
:3 汀Sss�����"�I-′′3C2.4EPO 艇�ﾈ�3x�����.99′00 度.i�����

4E 停��ィ�#���/3g/00 白�3#�����/04(/00 度ﾘc����

′∫ 汀s�tﾄ��/ゲ4(/00 汀#SDV���/08800g/4tCC 

i 汀sx5�4���/50/00 憧�6�s���//1900 ��イ3���

7∴- 汀ィ����/5-i/00 汀2c�s���//7000 塔sB����

.?. 汀�����/占C2./00 汀B�#���.′20?00 賑�S���

? 汀�����/占&♂■♂♂ 汀DSS����/24(占00 弐3#���

/0 �3#�R����-I/.73900 唸�ﾅ6�簸��/.28.200 涛S�����

′′ 亡"�##���-′72900 汀SCC����/3/500 尼cS���

/2 偵"�9#3���/83:900 汀S�3���/34(800 碇��ﾃ����

/3 偵"�"b�#���/?/700 訂����3s���/3g000 白���5�ｦ��

/4C. �3#32����I/97400 汀css���/ゲa700 汀�SDT��

′∫ 偵#3#s���oZ03000 汀r���R�ノ4ー34EOO 汀�rc���

/■占~C24Ld.300 冀ZCG/00 汀��#DT���′■4&000 汀�#s���

/7.25/4tOO �82/3_′oo 汀s#���｢�/4Z8:500 梯�3��ﾒ���������

/825&400 册2/i.7-00 坪�ﾃ右h�ﾃ���/50?bo 

ノア~ �3)��4���2C2aOOO 辻�R����/∫之PyOO 

20.2占丘占00 僂2C23/00 汀ピC���

2/2i7C200 �.2023:占00 汀�#s���

i2_2-.270800 23■ 2:fi-.i �.2-28:000 2304と001 23i2800 I -i 汀������B����

-　フ　-

~､ト

も-

第
十
九
条
第
二
項
中
｢
首
分
の
二
百
｣
を
｢
首
分
の
首
九
十
｣
に
改
め
る
｡

別
表
東
三
を
次
の
よ
う
.
把
改
め
る
｡
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(第三条関係)

2　等

別表第四/

医療峨給料表

ノ　ー等　級

l+ 号給: 抱ｸｹ{�隗｢�給料月板 

′. 偵'���6ﾔﾃ��r� 

2. 偵"��t42�/,75.?00 
~~-3 �"�#s���/84iS_00 

4E､､ �#"i��62�′チエ/OC 

∫ 俣#3sS�ﾃ��20/.?00 

a �#DT�C���?.ノ070,0 

7 �"ﾓSR�662�2/2∫00 

Ji. �)�ィ�#���22g3cc 

一夕.- �3#x�ｶｨ�ﾃ���2,37/00 

ノノ.♂ ���&yEc�4���よぎS?00､ 

.′~′ー �#������254-700 

′ー2/ �#帝tX�ﾃ���◆誇るi≠00 

/3 �3�s3���ﾒ�よる実700 

ノ女 售2�經���27占.700 

′-∫ �3#3s���28._37-00 

/A. 坪6ﾓ32���ﾂ�･i290~才00 

′ク. 停�37�#S���2チラー_700 

304(7-00

3//.700

3/?boo

323500

328:800

33之500

33ム200

3ゲ7000

354(.500

3占ag00

3占7′.0-0

37/400

375700

3gユダOO

382300

3?&JOOO

4EO/0cc

4ccふ500

4L//.300
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′
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γ

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

′

附

　

　

則

▲

(
施
行
期
日
等
)

こ
の
条
例
は
･
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
0
た
だ
し
,
第
十
八
条
の
改
正
規
定
は
'
昭
和
芋
四
竺



一一一　十　~

月
7
　
日
か
ら
施
行
す
る
.

.
1
　
こ
の
条
例
(
前
項
た
だ
し
者
に
係
る
改
正
規
定
を
除
く
｡
)
に
よ
る
改
正
後
の
三
朝
町
域
点
の
給
与
に

･
%
す
る
条
例
(
以
下
｢
改
正
後
の
条
例
｣
と
S
う
0
)
.
の
規
定
は
'
昭
和
五
十
三
年
幽
月
二
日
か
ら
適
用

す
る
｡

/

(
最
高
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
の
切
替
え
等
)

∫

j
　
昭
和
五
十
三
年
四
月
7
日
.
(
以
下
｢
切
替
日
｣
と
S
う
.
)
の
前
日
に
&
.
い
て
職
務
の
等
級
の
最
高
の

号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
て
S
た
職
員
の
切
替
日
に
お
け
る
給
料
月
額
及
び
こ
れ
を
受
け
る
期
間

に
通
算
さ
れ
′
る
と
と
と
を
る
期
尚
は
'
町
規
則
で
定
め
る
｡

･
(
切
替
期
間
忙
お
け
る
異
動
者
の
号
給
等
)

〆
　
切
春
日
か
ら
こ
の
条
例
の
t
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
開
化
か
S
て
'
改
正
前
の
三
朝
町
域
負
の
給
与
に

鞠
す
る
条
例
へ
以
下
｢
改
正
前
の
条
掛
｣
と
S
う
.
)
の
規
定
に
よ
身
.
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け

を
こ
と
と
を
つ
た
職
員
及
び
亘
の
属
す
る
職
務
の
等
毅
叉
は
そ
の
受
け
名
号
絵
若
し
く
は
倉
科
月
額
に
異

動
の
あ
っ
た
威
責
の
う
ち
'
町
長
の
定
め
る
職
員
の
改
正
後
.
,
Q
準
例
の
規
定
に
よ
る
当
該
適
用
又
は
異
動

の
日
に
お
け
る
号
給
又
は
給
料
′
月
額
及
び
こ
れ
ら
を
受
け
る
こ
と
と
を
る
期
簡
は
'
町
長
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
9

(
'
諾

'
･
l
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1

　

　

　

　

l

∵
1
･

f
J
ク
J
b

/

二
.
i

∫
′
○

(
切
替
目
前
の
異
動
者
の
号
給
等
の
調
盤
)

切
替
日
新
に
職
務
の
等
級
を
異
托
し
て
鼻
勧
し
た
域
貞
及
び
町
長
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
の
切

替
日
に
か
け
る
号
給
又
は
給
料
月
額
.
及
び
こ
れ
ら
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
期
観
に
つ
い
て
は
'
そ
9
者
が

切
替
日
に
お
い
て
廃
務
の
等
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た
も
の
と
し
た
吻
合
と
の
権
衡
上
必
賓
と
憩
め

ら
れ
る
限
度
に
お
S
て
'
町
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
膿
よ
か
'
必
華
を
鯛
腰
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
.

(

旧

号

槍

等

の

基

礎

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

､

前
三
項
の
規
定
の
適
用
打
つ
S
て
は
'
改
正
前
府
条
例
の
艶
宮
の
適
用
に
ょ
カ
磯
鼻
が
廃
し
て
S
た
磯

務
の
等
親
及
び
そ
の
者
が
受
け
て
S
た
号
鎗
又
は
鰐
称
月
額
k
t
　
改
正
前
の
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
-
令

令
の
規
定
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
.
な
け
れ
ば
怒
ら
な
S
o

(
期
末
手
当
の
額
の
特
例
)

7

昭
和
五
十
三
年
十
二
月
に
改
正
前
の
条
例
弟
十
九
条
の
規
雇
に
基
づ
S
て
支
給
さ
れ
た
職
員
の
期
末
手

当
の
額
が
'
改
正
後
の
条
例
第
十
九
象
の
規
定
に
基
づ
け
て
そ
の
者
が
同
月
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
夜
る

期
末
手
当
の
観
を
超
え
る
と
き
は
'
同
月
托
支
給
さ
れ
る
べ
き
そ
の
者
の
期
末
手
当
の
額
は
'
･
同
条
第
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
美
観
を
同
条
の
親
定
に
基
づ
S
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
を
る
劫
末
手
当

の
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
?



g
　
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
S
て
昭
和
五
十
蛸
年
三
月
に
支
給
書
れ
る
べ
き
期
末
手
当
の

額
誓
改
正
後
の
条
例
第
十
九
条
撃
義
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
'
同
条
の
規
定
に
基
づ
S
て
そ
の
者
が
√

同
月
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
要
る
期
末
手
当
の
額
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
額
に
相
当
す
る
額
を
減

じ
た
額
と
す
る
｡

(
給
与
の
内
払
)

職
員
が
'
改
正
前
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
S
て
'
切
替
日
以
後
の
分
と
し
て
支
給
を
受
け
た
給
与
は
,

改
正
後
の
轟
例
(
期
末
手
当
に
つ
い
て
誓
改
正
後
の
条
例
第
十
九
条
又
は
附
則
第
七
項
)
　
の
規
定
に
よ

る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
｡

(
町
規
則
へ
の
委
任
)

〝
､
附
則
第
三
項
か
ら
前
碩
す
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
･
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
賓
を
事
由
は
,
町

規
則
で
定
め
る
｡

r.


